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報告事項Ⅱ 

 

子どもの権利条例に基づく事業等の実施状況 

 

 

 

1． 平成 28（2016）年度において実施または既実施の事業等 

 

 事業等の名称 

(事業開始年度) 

【当初予算】 

根拠となる条例規定 

および関連する計画 
事業概要 実施機関の評価 

1 せんなん子ども 

会議 

2012 (平成 24)年 

11月 

【約 188,000円】 

 

 

子どもの権利に関する

条例 

第５条・第８条 

 

子ども・子育て支援事

業計画 

・市内小学 5年生から高校

3 年生までを対象に、毎月

1 回半日程度の会議を開催

する 

・子どもの権利学習及び、

泉南市のまちづくりにつ

いて考え、行動する 

・事務局や共催課が支援し

ながら、子どもが考えたイ

ベントやバスツアーを実

施する 

・年度末に市長報告を行う 

 

・H24，H25 年度は、子どもの権利に

ついての広報、H26、H27 年度は公園

プロジェクトとして 2 年継続の活動

を行った。H27年度は「空き缶ハロゥ

イン」を開催、当年度から大学生サポ

ーターが参加している。 

・H28は、住宅公園課と共催し公園プ

ロジェクトを継続し、「サザンぴあ子

どもアート」を 67 名の参加者と共に

開催した 

 

２ 泉南市子どもの 

権利の日 

2012 (平成 24)年度 

子どもの権利に関する

条例 

第 14 条・第 15 条 

・家庭や子ども施設が 11

月 20 日の「泉南市子ども

の権利の日」を意識するよ

う、市内の保育所(園)、幼

稚園、子ども園、小学校、

中学校、高等学校等、子ど

も施設の子どもへの啓発

チラシの配布等を行う 

・H27 年度は啓発用のグッズ配布や子

ども会議のロゴを作成するなど、身近

に感じられる広報の工夫が必要とい

う反省があった 

・Ｈ28 年度は人権推進課と人権擁護

委員の話し合いを経て、子どもの権利

に関する条例前文を印刷した用紙を

挟んだマスクを全中学生・4 中学校区

のフェスタ、子育てフォーラム、市民

啓発講座、子育て講座、養育支援会議

拡大研修会等で配布した 

・啓発グッズを庁内カウンターに設置

した 

・本庁玄関ロビーで子ども会議の様子
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を DVD で放映した 

・本庁市民課電光掲示板に泉南市子ど

もの権利に関する条例・前文を映した 

 

３ 子どもの権利に 

関する学習と 

教育 

2013 (平成 25)年度 

【60,000 円】 

子どもの権利に関する

条例 

第 8 条・第 10 条 

 

 

・学校園において毎年作成

する人権保育教育推進計

画に、子どもの権利学習を

位置付け実践する 

・年度末には、実施状況を把握するた

めに各学校ヒアリングを実施。年齢に

応じた取組みが必要である 

 

子どもの権利に関する

条例 第 9 条 

 

子ども・子育て支援事

業計画 

 

・ファミリーサポートセン

ター、赤ちゃん教室等を利

用して保護者を対象にし

た子ども(乳幼児)の権利に

関する研修を実施する 

 

・就学前の保護者を対象にした子ども

の権利についての学習は、継続して実

施している 

・学童期以降の保護者や市民対象の研

修等は計画的な実施が必要である 

・職員対象の研修等は計画的な実施が

必要である 子どもの権利に関する

条例 

第 15 条・第 16 条 

 

・庁内の全課を対象に条例

の研修会を実施(予定) 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

 

・庁内の全課を対象に条例

の説明を実施、事業シート

の記入の依頼を行なった 

 

４ 子どもの権利 

条例委員会 

2013 (平成 25)年度 

【262,500 円】 

子どもの権利に関する

条例 第 16 条 

 

子どもの権利条例委員

会規則 

・条例第 16 条第 1 項の市

が行う検証に資するため、

条例の運営状況及び条例

に基づく事業等の実施状

況について、評価、審議そ

の他の検証にあたる 

 

・泉南市子どもの権利に関する条例を

どのように施策に活かしていくのか、

報告書に基づき全庁的に未実施事業

に取組むことが必要である 

 

５ 泉南市子どもの

権利に関する 

施策推進本部会 

2015 (平成 27)年度 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

 

泉南市子どもの権利に

関する施策推進本部の

設置及び運営に関する

規程  

 

・条例に基づいた「子ども

にやさしいまち」の形成に

関する施策の円滑かつ効

果的な推進を図る 

・H27 年度は、2 回の会議を開催し、

条例の推進力になるよう推進本部へ

の情報提供を行う 

・推進本部会議に基づき、各課への説

明会が実施できたことは大きい 
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６ 市民モニター 

制度 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 

第 8 条・第 16 条 

 

市民モニター制度要項 

・条例第 16 条 3 項の規定

により、権利条例委員会と

相互に協力および連携し

て、条例の運営状況を検証

するための活動を行う 

 

・子ども委員以外の子どもや条例委員

会の委員以外のおとながモニターに

なることで、子どもの権利についての

理解者が増え、推進する力になる 

 

７ 泉南市子どもの

権利に関する 

事業の整理 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

・条例の目的を達成するた

めに、総合的かつ計画的に

実施するための事業の把

握を行う 

・子どもに関する様々な事業と子ども

の権利条例との関連を整理すること

ができた 

 

 

 

2．平成 28（2016）年度において次年度以降の実施が確実に予定されている事業等 

 

 事業等の名称 

(事業開始年度) 

根拠となる条例規定 

および関連する計画 
事業概要 実施機関が期待する効果等 

１ 子どもワークシ

ョップ推進事業

（RE：プログラム

「いじめ」ちょっと

でもなくしたい） 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 

第 4 条・第 6 条・ 

第 8 条・第 15 条 

 

・条例に基づいた「子ども

にやさしいまち」の形成に

関する事業として行い、子

どもの権利学習の内容も

盛り込む 

・いじめなどの悩み解決に

向けていじめのない学校

づくり、人と人とがつなが

り合える社会を目指すこ

とを目的とする 

 

・H28 年度は市内全中学校で実施し

た。外部講師だからこそ小学校時代の

つらかった思いを話すことができた

生徒がいた。生徒が相談しやすい環境

について考えるきっかけとなった。 

 

２ キッズカフェ 

講座 

2016(平成 28)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 第 4 条・ 

第 7 条・第８条 

・子どもが店員になって調

理や接客、お店の飾りつけ

等を楽しみながら、人との

出会いや子ども同士の関

係を築けるような活動を

行う 

 

・休息と余暇、遊び、学び、文化的な

生活に参加し、そのために必要な居場

所や環境の提供を受けることができ

る 

 

 

  



16 

 

3．平成 28（2016）年度において実施未定の事業等 

 

事業等の名称 
根拠となる条例規定 

および関連する計画 

相談と救済についての仕組みの再検討 子どもの権利に関する条例第  6 条 

居場所の指針の策定 子どもの権利に関する条例第  7 条 

せんなん子ども支援ネットワークの設置 子どもの権利に関する条例第 11 条 

安全委員会の設置 子どもの権利に関する条例第 12 条 

 

 

 

 


